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著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 

まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，社団法人日本電機

工業会(JEMA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査

会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって，JIS C 9335-2-2:1999 は改正され，この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，IEC 60335-2-2:2002，Household and 

similar electrical appliances－Safety－Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction 

cleaning appliances を基礎として用いた。 

この規格の一部が，技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は，このような技術的性質をもつ特許権，出願公開後の特許出願，実用新案権，又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について，責任はもたない。 

JIS C 9335-2-2 には，次に示す附属書がある。 

附属書 C（規定）モータの劣化試験 

附属書 1（参考）JIS と対応する国際規格との対比表 
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日本工業規格          JIS 
 C 9335-2-2：2004 
 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性－ 
第 2-2 部：真空掃除機及び吸水式掃除機の 

個別要求事項 
Household and similar electrical appliances－Safety－ 
Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners  

and water-suction cleaning appliances 
 

序文 この規格は，2002 年に第 5 版として発行された IEC 60335-2-2:2002，Household and similar electrical 

appliances－Safety－Part 2-2: Particular requirements for vacuum cleaners and water-suction cleaning appliances を

翻訳し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり，JIS C 9335-1:2003（家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性－第 1 部：一般要求事項）と併読する規格である。 

なお，この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は，原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて，附属書 1（参考）に示す。 

 

1. 適用範囲 この規格は，動物の手入れ用の電気掃除機を含む，家庭用及び類似の目的の電気掃除機及

び吸水式掃除機の安全性に関する要求事項を規定する(それらの定格電圧は，250 V 以下のものとする。)。

また，この規格はセントラル電気掃除機にも適用する。 

さらに，個々の電気掃除機に備えられた，動力駆動清掃用ヘッド及び通電ホースにも適用する。 

通常，家庭で使用しない機器でも，店舗，軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような，一

般大衆への危険源となる機器も，この規格の適用範囲である。 

備考 101. この種の機器の例としては，ホテル，事務所，学校，病院及び類似の敷地における通常の

家事目的のために使用される機器がある。 

この規格では，住宅の中及び周囲で，機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。ただし，この規格では，通常，次の状態については規定していない。 

－ 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

－ 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考 102. この規格の適用に際しては，次のことに注意する。 

－ 車両，船舶又は航空機搭載用機器には，要求事項の追加が必要になる場合もある。 

－ 多くの国においては，厚生関係機関，労働安全所管機関，水道当局その他の当局によ

って，追加要求事項を規定している。 

備考 103. この規格は，次のものには適用しない。 

－ 工業目的専用の機器。 

－ 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい，蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に


